
別記様式（第 14 条関係） 

附属機関等会議録 

令和７年９月 26日  

 

会 議 の 名 称 第４回  島田市水道料金等審議会  

開 催 日 時 
令和７年９月 18 日 

 午後２時 00 分から４時 00 分まで 

開 催 場 所 島田市役所４階第３委員会室  

会 議 の 議 題 

１  前回までの審議会決定事項  

２  基本料金への口座振替割引の反映  

３  従量料金の検討について  

４  臨時給水・浴場営業用給水の水道料金  

会議の公開又は全

部若しくは一部の

非公開の別 

公開 ・ 非公開（ 全部 ・ 一部 ） 

会議の全部又は一

部の非公開の理由  
 

公 開 の 場 合 の  

傍 聴 人 の 数 
公開  ０人  

出 席 者 の 氏 名 等 

（審議会委員）  

佐藤委員、鷲巣委員、相澤委員、田崎委員、  

今村委員、三浦委員、望月委員、溝下委員  ８名  

（市当局）  

杉本水道課長、鈴木係長、平口係長、太田原係長、

古谷主事、小沼主事  

（コンサル）大場上下水道設計  鈴木  

会 議 の 結 果 

・総括原価への算入が漏れていた口座振替割引の基

本料金への反映について、了承いただいた。  

・従量料金については、20㎥以下は据え置き、20㎥

超のみ値上げするＢ案で決定した。  

・臨時給水の水道料金について、一般用水道料金と

同一とする事務局案を了承いただいた。  

・浴場営業用給水の水道料金について、基本料金と

20㎥以下の従量料金は一般用と同一、20㎥超の従量

料金は一般用の1/3とする事務局案で了承いただい

た。  

・基本料金について、今回の改定で、口径13㎜と 20

㎜で見比べた際、口径 20㎜の負担が大きくなること

から、暫定措置的な対応が必要ではないかとの議論

があり、当該事項について再検討することとした。  



・第５回では、基本料金の再検討事項の決定、答申

案について検討する。  

提出された資料等 

・次第  

・資料１  基本料金・従量料金について  

・資料２  県内各料金体系一覧  

会議を所管する課

の名称 
都市基盤部水道課  

その他必要な事項  

 


